
第６号様式

番号 質疑内容 回答

1

1次審査結果通知後の準備期間が短い為、プ
レゼンテーションとヒアリングの時間配分
をご教授願います。
また、プレゼンテーションの発表者は複数
名でもよろしいでしょうか。

プレゼンテーションは２０分、その後ヒア
リングは１０分を想定しています。また、
発表者の指定はありません。

2

6.要求水準添付資料　市役所機能内に着座
カウンターとハイカウンターの記述があり
ますが各課各々に必要でしょうか。子育て
支援課着座カウンター２人掛け×６以上、
それ以外はハイカウンター、保育課に着座
カウンター２人掛け×６以上、それ以外は
ハイカウンターとする。
学習政策課着座カウンター２人掛け×２以
上、それ以外はハイカウンター、学校教育
課着座カウンター２人掛け×２以上、それ
以外はハイカウンター、学び支援課で着座
カウンター２人掛け×２以上、それ以外は
ハイカウンターでしょうか。

「子育て支援課と保育課」において、「着
座カウンター２人掛け×６以上、それ以外
はハイカウンター」としてください。
また、「学習政策課、学校教育課、学び支
援課」において、「着座カウンター２人掛
け×２以上、それ以外はハイカウンター」
としてください。
各課それぞれではありません。

3

子育て支援課、保育課、学習政策課、学校
教育課、学び支援課、健康課の着座カウン
ター、目隠し付着座カウンター（椅子含
む）、ハイカウンター、書庫の書架、検診
スペースの作業台、消毒室のオートクレー
プ、ベビーチェアとおむつ替えシート、
カーテン・ブラインド等、看板、ポストは
備品扱いで、お見積書の金額から外しても
良いでしょうか。カウンター等は椅子と
セットで揃えた方がデザイン的に優れてい
ると思います。

消毒室のオートクレープ以外は、すべて工
事対象とします。なお、要求水準書にて設
置すべきものとして記載されている内容
は、工事対象とします。また、カーテンや
ブラインド、洗濯パン（１箇所程度）等に
ついては、工事対象として本施設内に適宜
設置してください。

4
南側の用悪水路の駐車場については別途工
事と考えてよろしいでしょうか。

本工事の対象とします。

5

6.要求水準添付資料　保健センター・市役
所機能 共有スペース内にキッズスペース5
㎡程度とありますが個室としなければなら
ないでしょうか。

キッズスペースについては個室の想定はあ
りません。

6

6.要求水準添付資料　（仮称）次世代交流
センター内の調理室にイベント時等、一時
的に簡単なフードサービスが可能であるこ
と。とありますが、イベント時のフード
サービスについて何名程度で、どの程度の
フードサービスを想定されているでしょう
か。
一般家庭用のキッチンでできる程度のフー
ドサービスと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7

調理室の仕様は下記の通りで良いでしょう
か。
給湯設備：ガス
コンロ：IH

調理室の仕様について、給湯設備はガス又
は電気、コンロはIHとします。いずれの熱
源であっても、排気を考慮した設備として
ください。

（仮称）次世代交流センター建設事業に係る技術提案書に関する質問回答書



番号 質疑内容 回答

8

災害時に避難所等としての利用は想定され
ているでしょうか。想定している場合、非
常用発電機が必要となりますが、運転可能
時間は法令上特別な届け出が不要となる最
小限でよろしいでしょうか。

避難所としての利用は想定していません。

9
ZEBREADYを目指すとありますが、達成は必
須ではないと判断してよろしいでしょう
か。

ZEBREADYの認証を取得できるよう、設計を
お願いします。

10
調理室にグリストラップの指定があります
が、容量はどの程度を見込むべきでしょう
か。

協議のうえ、利用形態に応じて決定いたし
ます。

11

本庁舎とのやり取りが必要と想定される設
備で、本工事の対象外となっている設備に
ついては、配線用空配管などを設ける想定
でよろしいでしょうか。

要求水準書７ページに記載のとおりです。

12

受水槽算定の為、在勤者人数をご教授下さ
い。

要求水準書添付１のとおり、保健センター
機能においては職員３６名程度、市役所機
能においては１課につき職員１５名程度×
５課となります。

13

８号様式等に記載されている右上の整理番
号欄について、記入の要否と要の場合の記
入方法をご指示下さい。

記入は不要です。

14

プレゼンテーションの際に、説明の順番に
合わせて提案書をあらかじめ分割・拡大し
て複数ページに分けたものを作成し、投影
してもよろしいでしょうか。

提出したPDFをそのままお手持ちのPCに保存
し、プレゼンテーション当日にご持参くだ
さい。

15

技術提案書の第12号-1,2,3様式について、
左右の余白を20mm確保すれば、上下の余白
やタイトル、整理番号記載欄などは提案書
のレイアウトに合わせて多少ずらしてもよ
ろしいでしょうか。

余白、整理番号を含め、様式は編集せずに
そのまま使用するものとします。

16

技術提案書P.16⑨(a)に「ページ番号の位置
は除く」と記載がありますが、第7号から12
号様式にページ番号の記載が必要でしょう
か。

今回はページ番号の記載は不要とします。

17

放送に関してですが、既存のアンプに接続
する形で良いでしょうか。
その場合、既存のアンプの容量はどの程度
空いていますでしょうか。

既存のアンプ容量が不足する可能性がある
ため、設計段階で調査を行うものとしま
す。

18

実施要領P14(b)「技術提案書に記載された
配置予定技術者等の変更は、原則として認
めない」とありますが、参加申込時に提出
した配置予定技術者を技術提案書提出時に
変更することは可能でしょうか。

配置予定技術者の変更は不可とします。

19

実施要項P18イ、プレゼンテーションに出席
必須の技術者について、例えば統括責任者
と現場代理人を兼務している技術者は、5名
中の1名と数えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。



番号 質疑内容 回答

20

実施要項P18イについて、配置予定技術者5
名以外にプレゼンテーションには一切参加
しない条件で、傍聴者の参加を認めて頂け
ないでしょうか。可の場合、何人まで出席
をお認めいただけるでしょうか。

傍聴者の参加は不可とします。

21

1次審査結果通知後の準備期間が短い為、プ
レゼンテーション時に貸与される機器及
び、別途参加者側で用意しなければならな
い機器があればご教授願います。

提出したPDFをそのままお手持ちのPCに保存
し、プレゼンテーション当日にご持参くだ
さい。

22

実施要項P18イについて、配置予定技術者5
名以外にパソコン操作のみ行う者を1名参加
させていただけないでしょうか。

５名以上の参加は不可とします。

23

実施要項P16・オ⑧(b)参考図面の提出につ
いて、要求されている図面等の内容を計2枚
にまとめると視認性に問題が生じると考え
られます。配置図、1F平面図、2F平面図、
仕上げ表の計4枚での提出を認めていただけ
ないでしょうか。

認めます。

24

実施要領P16・オ⑧(c)について、参考図面
も封筒に同封するという認識でよろしいで
しょうか。

封筒には提案見積書のみ封入してくださ
い。

25

要求水準P24・4（10）費用に関する特記事
項イ、公租公課が発生した場合は全て請負
者の負担とするとありますが、何か公租公
課が発生するものがありますか、あれば具
体的に御指示願います。

主に工事請負契約書の印紙代や許認可の申
請手数料その他となります。

26

実施要領P.22「別表 リスク分担表」内リス
ク項目「契約締結」3について、議会の議決
を得られない場合にこのような事態が発生
した場合のリスクは市が負うものではない
かと考えますがいかがでしょうか。
事業者がリスクを負うが正の場合、事象と
してどのような場合を想定されているので
しょうか。

実施要領のとおりとします。契約締結に向
けて、その時点までに要した経費等などが
想定されます。

27

実施要領P.22「別表 リスク分担表」内リス
ク項目「設計リスク」21について、事前資
料で知り得なかった事象について、事業者
が確認のために測量・調査を行った結果の
場合、リスクは市が負うものではないかと
考えますがいかがでしょうか。

実施要領のとおりとしますが、事業を進め
るにあたり、新たに当該測量・調査を行う
必要があることが明白な場合は、この限り
ではありません。

28

要求水準書P.8「第２ 施設の要求水準」
（2）配置計画カの内容について、地中に埋
設された設備に対する記載がありますが、
本業務提案に際して市から提示された資料
からは判別できない事象、もしくは提示さ
れた資料に記載された情報と異なる事象が
発生もしくは判明した場合には、それを解
決するために生じる追加費用等のリスクに
ついては市が負担すると考えてよろしいで
しょうか。

実施要領２３ページ別表リスク分担表２４
のとおり、協議によるものとします。



番号 質疑内容 回答

29

要求水準書P.19「２ 設計業務に関する要求
水準」（1）ア①に記載されている契約後事
前調査結果と提案前に提供された図面と食
い違いが生じた場合、それに伴うリスクは
市が負担すると考えてよろしいでしょう
か。

提供資料はあくまで参考であることをご承
知おきください。

30

要求水準書　添付５ 実施設計業務に係る成
果品「１ 建築・構造」（11）「その他発注
者が指示するもの」とありますが、具体的
に想定されているものをご提示ください。

業務を進める中で、必要に応じて適切に対
応お願いします。

31

要求水準書　添付５ 実施設計業務に係る成
果品「２ 電気設備・機械設備」（11）「そ
の他発注者が指示するもの」とあります
が、具体的に想定されているものをご提示
ください。

業務を進める中で、必要に応じて適切に対
応お願いします。

32

要求水準書　添付６ 工事監理業務に係る成
果品「１ 建築・構造」（3）「その他発注
者が指示するもの」とありますが、具体的
に想定されているものをご提示ください。

業務を進める中で、必要に応じて適切に対
応お願いします。

33

要求水準書　添付６ 工事監理業務に係る成
果品「電気設備・機械設備」（3）「その他
発注者が指示するもの」とありますが、具
体的に想定されているものをご提示くださ
い。

業務を進める中で、必要に応じて適切に対
応お願いします。

34

実施要領P.22「別表 リスク分担表」内リス
ク項目「社会リスク」9について、事業者が
実施する業務に起因する、・・・ですが、
土地に起因する有害物質（土壌汚染など）
の搬出のリスクは市が負うものではないか
と考えますがいかがでしょうか。

土地に起因する有害物質（土壌汚染など）
の搬出については、要求水準書２３ページ
別表リスク分担表２４として協議によるも
のとします。

35

実施要領P.22「別表 リスク分担表」内リス
ク項目「社会リスク」12について、本事業
のみならず、・・・ですが、本事業にかか
わらず、法制度の新設・変更に関するリス
クは市が負うものではないかと考えますが
いかがでしょうか。
事業者がリスクを負うが正の場合、どのよ
うな法制度を想定されているのでしょう
か。

法制度の新設・変更の内容に応じて、要求
水準書２２ページ別表リスク分担表１１又
は１２として協議するものとします。

36

土壌汚染対策法に基づく調査・対策は必要
になった場合は、別途工事と考えてよろし
いでしょうか。また対策工事が発生した場
合、工期などの調整は可能と考えてよろし
いでしょうか。

要求水準書１９ページ２（１）ア➀のとお
りとします。なお、対策工事が発生した場
合においても、履行期間を遵守するものと
し、協議対象としませんが、やむを得ない
事情と判断した場合はこの限りではありま
せん。

37

要求水準書P6（2）対象業務※2にある「電
話交換設備やネットワーク等構築におい
て、本庁舎との連携工事も対象とする。」
とありますが、P8-9の【対象外業務一覧】
にはネットワーク等構築・・・、電話交換
設備・・・は別途とあります。【対象外業
務一覧】を正と考えればよろしいでしょう
か。

電話交換設備やネットワーク等構築におい
て、本庁舎との連携工事や配管配線業務は
対象としますが、ネットワーク等構築業務
及び施工業務、電話交換設備設置業務は対
象外業務とします。



番号 質疑内容 回答

38

要求水準書P.7「対象外業務一覧」の内「・
電子ロック設備設置業務」の概要をご教示
ください。

機能が複合することから、市役所機能の開
庁時間以外に、市民の方などが利用できる
部分と立ち入ることができない部分につい
て配慮する点を挙げているものになりま
す。

39

要求水準書P10　2構造計画（3）下部構造③
貸出資料のアスベスト調査業務報告書
を・・・は別途発注の地質調査資料と考え
ればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

40

要求水準書P10　3設備計画　庁舎と保健セ
ンターにおいて、水道や電気などの使用量
を計測する必要はありませんでしょうか。

市役所機能、保健センター機能、次世代交
流センター機能それぞれにおいて、計測が
必要です。

41

要求水準書P12　ウ　コンセント設備⑥　災
害対応のため、・・・とあるが、次世代交
流センターの災害時の利用想定（避難所、
支援物資受入など）をお教え願います。

次世代交流センター機能が配置される階が
決定された後、協議といたします。

42

要求水準書P13　ク　構内情報通信網設備⑤
業務用ネットワークとは別に、インター
ネット（無線LAN）を設置するとあります
が、無線LANの受信機などは本工事でしょう
か。

無線LANの受信機及び設定については、対象
外工事とします。

43

要求水準書P22（3）事前調査　ア近隣家屋
調査　①請負者は必要な範囲におい
て・・・とありますが、指定範囲があれば
ご指示願います。

指定範囲はありませんが、業務を進める中
で、必要に応じて適切に対応お願いしま
す。

44

要求水準書P25　5その他業務（2）資料等の
作成　ア請負者は、・・・における作成資
料について、透視図のカット数は添付4，5
の設計業務に係る成果品にある外観3面、内
観5程度と考えればよろしいでしょうか。ま
た工事パンフレットの部数など具体的数量
をお教え願います。

お見込みのとおりです。工事パンフレット
の部数については現段階で確定できませ
ん。

45

要求水準書　添付1　留意事項　設備等に記
載のある公衆用Wi-F-環境背整備は本工事で
しょうか。ご指示願います。

無線LANの受信機及び設定については、対象
外工事とします。

46

要求水準書　添付1　（仮称）次世代交流セ
ンターの使用目的欄に記載の、施設運営管
理に最低限必要な人数が執務可能であるこ
ととありますが、想定されている人数があ
ればお教え願います。

現時点では決まっておりません。

47

要求水準書　添付1（仮称）次世代交流セン
ターの男性用トイレ（職員用）および女性
用トイレ（職員用）について、器具数が多
めに想定されているように考えられます
が、どちらで勤務される職員の方、約何名
が使用する想定でしょうか。もしくは、一
般の方との共用を想定しておられるので
しょうか。ご教示願います。

一般の方との共用を想定しております。



番号 質疑内容 回答

48

プレゼンテーションについて、「参加申決
定通知時に、「プレゼンテーション当日
は、RICOHインタラクティブホワイトボード
D7510（75インチ）に提案書のPDFデータを
投影する予定です。
なお、PDFデータのアニメーションなどの加
工は禁止とし、提案書データをそのまま投
影するものとします。」の回答をいただい
ておりますが、今回、第１次審査通過者に
対する通知（令和8年７月17日（金曜日）か
らプレゼンテーション７月21日までたいへ
ん短くなっています。
準備のため、以下についても事前にご教示
いただけないでしょうか。

＜プレゼンテーション＞
・おおよその開催時刻（例：午前、午後、
13～15時の間、等）
・時間（例：プレゼンテーション15分、質
疑応答：20分）

第２次審査の開催は午前中（予定）、プレ
ゼンテーションは２０分、その後ヒアリン
グは１０分を想定しています。

49

受領致しました既存庁舎資料の中に、既存
南庁舎浄化槽の詳細がわかる図面が含まれ
ておりませんでした。既存南庁舎浄化槽図
を開示願います。

該当する資料をメールにて送ります。

50

上記質疑について、既存図が存在しない場
合は、金額算出が困難であるため、本入札
においては別途工事と考えてよろしいで
しょうか。

質問№49を参照してください。

51

要求水準書P6　対象業務
本庁舎浄化槽撤去とは「市役所敷地内下水
道工事竣工図」に記載の合併処理槽図（参
考図）の浄化槽を撤去することと考えて宜
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

52
本庁舎浄化槽撤去で撤去する浄化槽のメー
カー名を開示願います。

藤吉工業株式会社です。

53
本庁舎浄化槽撤去で撤去する浄化槽は現在
使用していないと考えて宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

54
本庁舎浄化槽撤去で撤去する浄化槽の清掃
及び消毒作業は完了しているものと考えて
宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

55
南庁舎解体（浄化槽含む）で撤去する浄化
槽のメーカー名を開示願います。

藤吉工業株式会社です。

56
南庁舎は現在も浄化槽を利用していると考
えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

57
地盤調査報告書をご提示願います。 現在契約履行期間中のためご提示はできま

せん。

58

受領致しました既存庁舎資料の中に、公用
車車庫改築　工事設計図　配置図・案内図
に記載されているD既設倉庫の杭仕様が分か
る既存図が含まれておりませんでした。D既
設倉庫の杭仕様が分かる既存図を開示願い
ます。

該当する資料をメールにて送ります。



番号 質疑内容 回答

59
本庁舎の自動火災報知設備のメーカー名を
開示願います。

ホーチキ株式会社です。

60

今回工事に伴い、本庁舎の自動火災報知設
備火災受信機の改修は不要と考えて宜しい
でしょうか。

調査の上で決定するものとします。

61

本庁舎の電話、LAN設備のメンテナンス等を
行っている会社名を開示願います。

電話交換設備保守は、NECネッツエスアイ株
式会社中日本支社、LAN設備保守は、NECネ
クサソリューションズ株式会社中部支社で
す。

62

要求水準書添付1に記載されている想定規模
の目安面積ですが、1部屋で確保するのでは
なく、部屋割りで満たす提案でもよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

63
解体する建物の既存配置図のCADデータをい
ただけないでしょうか。

CADデータはありません。

64

要求水準以上の提案をした際の加点は評価
項目のどこで評価されますでしょうか。

加点評価ではなく、評価基準３ページによ
り第１次審査の企画提案、評価基準４ペー
ジ第２次審査のプレゼンテーション及びヒ
アリングにて、提案者の適格性として評価
します。

65

選定委員会の委員構成について、公表可能
な範囲でご教示ください。なお、評価過程
及び個別評価内容は非公開であると認識し
ております。

委員構成につきましては公表する予定はご
ざいません。

66

事業費の支払につきましては、出来高によ
る請求は可能でしょうか。
また、可能な場合及び不可能な場合それぞ
れについて、想定される支払スケジュール
をご教示ください。

可能です。なお、支払の上限額は、実施要
領４ページ２(８)のとおりです。

67

事業契約書及び工事請負契約書の雛形等が
ございましたら、ご提示いただけますで
しょうか。

現在作成中ですが、設計・施工一括の契約
書になる予定です。

68

実施要領別表のリスク分担表の建設リスク
物価上昇ですが、建設期間中の物価変動は
協議によると記載がありますが、契約時か
らの物価変動も同様との考えでよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

69

上記、質問の協議による内容ですが、物価
上昇率は何％以下は事業者負担・何％以上
は市負担などの基準などございますでしょ
うか。

約款２６条のとおりです。

70

地質調査は対象外業務とされていますが、
設計・構造検討に必要となる地質調査につ
いて、市にて別途実施し、その成果を提供
いただけるものと理解してよろしいでしょ
うか。また、調査位置、本数、深度等につ
いて、構造設計者の要望を反映いただくこ
とは可能でしょうか。

地質調査は、本市において発注済みです。



番号 質疑内容 回答

71

要求水準書添付1に記載されている保健セン
ターの検診エリアにおける待合スペースと
検診コーナーにおける待合スペースは別の
諸室(スペース)でしょうか。

お見込みのとおりです。

72

テレビの設置を想定されている諸室を御教
授いただけますでしょうか。

施設内（１棟）に１箇所以上の設置を想定
していますが、現時点において、設置箇所
は未定のため、今後の協議によるものとし
ます。

73

屋内消火栓につきましては、消防法による
設置基準とは関係なく設置が必要となりま
すでしょうか。

消防法によるものとします。

74

各標準仕様書等の年度記載がありません
が、技術提案書提出時点における最新版を
適用と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

75

本庁舎北側道路は大型車通行禁止のため、
工事車両のメイン搬入経路は東側道路が想
定されます。
一般車両、役所利用者車両及び通行人を最
優先としますが、工事車両の経路制限等あ
りますでしょうか。

現時点においては、特にありませんが、今
後協議してまいります。

76

工事着手前に、計画地内にある産廃・資源
ごみ回収エリア及び庁舎所有車両につい
て、工事に支障のない位置へ移設いただけ
るものと理解してよろしいでしょうか。移
設時期、実施者及び費用負担についてもご
教示ください。

お見込みのとおりです。移設時期は、南庁
舎解体工事着手時までに完了するものと
し、本市にて対応いたします。

77

計画地の地目は宅地、田となっております
が、既存建築敷地に田を含んでいるという
ことでしょうか。

お見込みのとおりです。

78
計画地の「田」の部分の位置が特定できる
資料の提供をお願い致します。

庁舎建替基本計画２０ページを参照してく
ださい。

79

 対象業務のうち、本庁舎浄化槽及び南庁舎
解体撤去に関する基本設計業務、実施設計
業務、工事監理業務の各成果品をご提供下
さい。

撤去においても要求水準書添付４から６を
参考にご提出ください。ただし、撤去の内
容に沿わないものを除きます。

80

南庁舎の杭について「撤去を原則とする
が、不可能な場合は残置」と記載されてい
ますが、この「不可能」とは、物理的に引
抜きが困難な場合に限らず、工期、施工安
全、周辺施設への影響、費用対効果等を踏
まえ、発注者との協議により残置を認める
場合を含むものと理解してよろしいでしょ
うか。

原則、物理的に引抜きが困難な場合を想定
していますが、現場の状況に応じて、その
都度協議するものとします。

81

下部構造の検討に関して、参照すべき既存
資料としてアスベスト調査業務報告書の記
載がありますが、アスベスト調査と下部構
造検討との関係性について確認させてくだ
さい。下部構造、既存杭、基礎、地中障害
等に関する別資料がある場合は、ご提供い
ただけますでしょうか。

「貸出資料のアスベスト調査業務報告書」
は、「別途発注の地質調査報告書」と読み
替えてください。
なお、南庁舎の一部の杭資料については、
別途メールを送ります。



番号 質疑内容 回答

82

工事中の安全の確保に関して、工事を休止
する市役所行事等は年間何日程度見込んで
おけばよいでしょうか。

工事中の市役所行事等に関しては、今後調
整します。

83

実施要領P3
敷地測量は業務対象外とありますが、敷地
内及び周辺道路の高低差（概算値）が分か
る資料がありましたらご開示ください。

現段階で提供できる資料として既にお渡し
しましたCD-ROMを参考にしてください。な
お、敷地測量業務は既に市にて発注してい
ます。

84

添付1諸室計画と計画要件
保健センター待合スペースに壁面収納を設
置するとありますが、物品の用途や容量を
ご教示ください。

健診や母子健康手帳交付時に配布する各種
パンフレット等資料、配布用絵本、乳幼児
健診用の資材などの予定です。
最低でも、幅１００cm×高さ２００cm×奥
行３０cmの棚が３か所必要な量です。詳細
については今後協議とします。

85

プレゼンテーション及びヒアリング(質疑応
答）は、それぞれ何分程度か、ご教示くだ
さい。

プレゼンテーションは２０分、その後ヒア
リングは１０分を想定しています。

86

添付1諸室計画と計画要件
書庫は将来的に事務室等への転用の可能性
有とありますが、保健センター・市役所の
どちらの機能での転用か想定があればご教
示ください。

どちらの機能かは決まっておりませんが、
事務室として転用できるようにしてくださ
い。

87

支払関係①　JVへの支払先・請求者名義

本事業において特定建設工事共同企業体に
より契約する場合、請負代金、前払金、中
間前払金、部分払金及び完成払金の請求者
名義、振込先口座及び受領者は、共同企業
体名義、共同企業体代表者名義、又は代表
構成員名義のいずれとなるかご教示くださ
い。
また、構成員ごとの出資比率又は担当業務
割合に応じて、発注者から各構成員へ直接
支払われる取扱いの可否についてもご教示
ください。

共同企業体名義としてください。なお、各
構成員へ直接支払いは不可とします。

88

支払関係②　令和8年度設計相当分の前払金

実施要領では、年度別内訳として令和8年度
146,861千円は設計相当分、令和9・10年度
2,376,000千円は工事及び工事監理相当分と
されています。
本事業は設計・施工一括発注方式による一
体契約ですが、令和8年度の設計相当分につ
いて、前払金の請求対象となるかご教示く
ださい。
対象となる場合、算定基礎は契約金額総額
ではなく、令和8年度の年割額又は出来高予
定額を基準とする理解でよろしいでしょう
か。

対象になります。算定基礎については、お
見込みのとおりです。契約約款36条に基づ
き適切に取り扱ってください。



番号 質疑内容 回答

89

支払関係③　複数年度契約の前払金・中間
前金払

本事業は令和8年度から令和10年度にわたる
複数年度事業ですが、前払金及び中間前金
払については、各年度の年割額又は出来高
予定額を基準として請求できる理解でよろ
しいでしょうか。
また、令和9年度及び令和10年度の年割額又
は出来高予定額は、契約時に協議のうえ定
めるものか、又は発注者指定の年度別支払
限度額が設定されるものかご教示くださ
い。

年度毎の支払の上限額は、実施要領４ペー
ジ２(８)のとおりです。

90

支払関係④　中間前金払と部分払・年度末
出来高払

本事業において中間前金払を請求した場合
でも、令和8年度末、令和9年度末及び令和
10年度末の出来高又は成果品に応じた部分
払・年度末出来高払を請求できるかご教示
ください。
併用できる場合、対象となる出来高又は成
果品の確認方法、必要書類、請求可能時期
及び支払時期についてもご教示ください。

請求は可能です。ただし、年度毎の支払の
上限額は、実施要領４ページ２(８)のとお
りです。なお、支払いにあたり、出来高根
拠資料等を整え、検査員による出来高検査
に合格した場合に可能となります。年度内
において、時期の指定はありません。

91

支払関係⑤　完成払・最終出来高払の時期

本事業の完成・引渡し期限は令和11年3月9
日とされています。
完成検査合格後の残額請求について、請求
書受領後の支払期限は契約約款に基づく取
扱いとなる理解でよろしいでしょうか。
また、令和10年度中の交付金対象部分完成
条件との関係上、完成払又は最終出来高払
は令和10年度内に支払われる必要があるの
か、又は出納整理期間を含めた支払が可能
かについてご教示ください。

請求書受領後の支払期限については、お見
込みのとおりです。
完成払又は最終出来高払は、令和１０年度
中の支払いとなります。

92

支払関係⑥　必要書式

本事業における前払金、中間前金払、部分
払、年度末出来高払及び完成払の請求に必
要な書式について、日進市ホームページ掲
載の建設工事用様式、設計業務用様式、又
は本事業専用様式のいずれを使用するかご
教示ください。
特に、前払金交付申請書、前払金請求書、
中間前払金認定申請書、中間前払金請求
書、実施工程表、保証証書、出来高確認請
求書、部分払請求書及び完成払請求書の要
否並びに提出時期についてご教示くださ
い。

本事業のうち、工事の際の諸手続きは、建
設工事用様式を使用してください。設計業
務の際の諸手続きは、建設工事様式のうち
「工事」を「業務」に書き換えて使用して
ください。
なお、前金払については、別添「日進市公
共工事の前金払取扱要領」に基づき、適切
に取り扱ってください。必要があれば協議
するものとします。


